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平成24年(ｿ)第227号移送申立却下決定に対する即時抗告事件

（原審・東京簡易裁判所平成24年㈹第600449号）

（基本事件・東京簡易裁判所平成24年㈱第332189号貸金請求事件）

決 定

大阪市

抗告人（被告）

同訴訟代理人弁護士 新

一
．
』
一
一

ノ

正 人宅

大阪市中央区北浜4丁目4番12号

相手方（原告）

同代 表 者 代 表取締役

主

株式会社日本保証

藤原治

文

1原決定を取り消す。

2本件訴訟（基本事件）を大阪簡易裁判所に移送する6

理 由

申立ての趣旨及び理由

申立ての趣旨及び理由は，別紙抗告状（写し）記載のとおりであり，移送申

てを却下した原決定を取り消した上，民事訴訟法16条1項の規定に基づい

第1

立てを却下した原決定を取り消した上，民事訴訟法16条1項の規定に基づい

て本件訴訟（基本事件）を大阪簡易裁判所に移送するよう求めるというもので

ある｡

第2当裁判所の判断

1本件訴訟（基本事件）は，相手方が，株式会社武富士（以下「武富士」とい

う．）の更生計画に基づく会社分割により，武富士から，抗告人との間の基本

契約に基づく金銭消費貸借取引に係る貸金返還請求権を承継したとして，抗告

人に対し，貸金元金46万8933円並びに平成2.4年9月30日時点の確定

画

遅延損害金60万2755円及び上記貸金元金に対する同年10月1日から
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